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農薬の  
（農薬取締法）  定義   飼料及び畜産物の残留農薬基準値  

の国際的設定法について  

残富農薬専門家会合‾  

だ  

．農作物を害する菌、線虫、だに、昆虫、ね   
ずみその他の動植物またはウイルスの防   

除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の   

薬剤及び農作物等の生理機能の増進また   

は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑   

制剤その他の薬剤をいう。  

一防除のために利用される天敵  山田友紀子  

MRLのコーデックスにおける定義  農薬の定  義（Codex，JMPR）  
Substanceintendedforpreventing，  MaximumResidueLimits（最大残留基準）  

一残留農薬の最大濃度（mg／kgで表される）  

．食品や飼料中に合法的に存在が認められ   

る最大濃度として、Codex委員会によって勧   

告される  

■農薬使用の使用基準（GAP）に基づく  

．MRL以下の残留農薬を含む食品から製造さ   

れる食品は毒性学的に安全であると考えら   

れる  
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成長調整、発芽防止などの目的で使用され  
るものも含む。  叫凋YYam卯hD  

JMPRとCCPRの役割分担  
科学的な評価  

政治・経済的な考慮   はせず！  

暮JMPR   

．リスクアセスメント  

．科学的分析とアドバイス  

■CAC／CCPR  

．リスクマネジメント   

ー科学的な証拠に基づく加盟国への勧告  

．消費者の健康の保護と、食品貿易における  

公正な取引の保証に関連する他の正当な  

因子に考慮  
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●食品への残留が主  

・登録機関ではない  JMPRによる評価  JMPRの任務  

．毒性学的評価（WHOグループ）   

－紬cわね∫ゐr〟7eわズ正0廟∂／  

月∫∫eざ∫me〃fo′Pe∫紘ん后／？お血be∫血   

Fboo（（EHClO4，IPCS，WHO1990）による  

．作物残留試験評価（FAOパネル）   

■甜0ルね〃〟∂／0〃軌eふ止m血∫ゐ〃∂〝d  

どl伯山∂fわ〃〆Pe∫ぬノ詭偽∫血be∫β∂ねゐr  

妨e丘s加∂わ〝0′肋〟わ丁〟m用ヲ∫血be  

⊥eレe血加ゎod∂〃df盲ed（FAO，1997）に   

よる  仰9，伽れ。h。  

．下記の物質について、毒性  
留試験やモニタリングデータ  

．GAPに従って農薬を使用し  

て食品・飼料中に存在する残留物  

．以前農薬として登録されており、現在は  

農薬として使用できないにもかかわら  

ず、その化学的な性質（分解されにく   

い）から、環境汚染物質として食品・飼  

料中に存在する物質  …仰，，，m射h。  

JMPRによる  JMPRによる  

（WHOGroup）  （WHOGroup）  

■生殖毒性  
．多世代にわたる毒性   
■発達毒性   
．催奇性  

■神経毒性  
．内分泌活性  

．コリンエステラーゼ阻害  

■一時経口投与による致死性  

．母体への毒性の結果として起きる発達毒性  

．繰り返し投与の初期に見られる影響  

■急性神経毒性  

．ホルモンその他生化学的変化   

■⊃AcuteReferenceDose（ARfD）（急性参照量）   
一進化中  
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．安全係数（通常100）  

∋ Acceptable［）ai［yIntake（一日許容摂取量）  
（意図的に使用される物質）または  

Provisiona［TolerableDaily［ntake（暫定一日  
耐容量）（意図的に使用されない物質）．1′11仰…爪。州，々。  

MRL毀走の手順（各国政府）  

薬効・薬害の確認  1．   

■動物代謝（家畜）  

．環境中の動態（主として土壌中）  

■分析法  

■農薬の登録と使用に関する情報  

．GAPに従った作物残留試験（通常8試験以   
上、マイナー作物は4試験）（⇒MRL）  

1 防除したい病害虫に有効か   

■ 施用された作物に害はないか  

2．GAP実作成（投下量、回数、休薬期間）  

3．GAPのうち、残留が最大になる条件に   

従った残留試験の実施  
4．残留試験の評価  

5．MRL案の策定  ■食品加工試験  

．可食部における残留濃度  

■動物飼養試験   

6．暴露評価  

7．MRLの決定  
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JMPRによ  

（FAOPane（）  鱒連．冬作物残留評価  

A Pの条件にあった残留試験で、ある農   ．データを角宰析し、残留物の定義（何に基準   

値を設定するのか、何を分析するべきなの   

か）を決定   

－MR」用   

■リスクアセスメント用（毒性のある代謝物を含  

む）  

■上記の定義に従って、作物残留試験結果   

から基準値を推定  
．データが十分でない場合は推定しない。すな  
わち、その作物には残留が認められない  

1ハ1√′′吟Y Y：lmさd∋PhD  

薬がりんご中に   

0、2，0．3，0．5，旦且旦旦1．2，1．5，2．5mg／kg残   

留しているとする  

†データのばらつきを考え、この場合MRLと   

して5mg／kgを勧告することになるだろう  

一本来、MRLはGAPが守られているかどう   

かの指標  

，暴露評価のためのSTMRは0，7mg／kg  

■統計的手法をtoolとして活用  …㈹YY摘b′PhD  

主に日本で使われている飼料の例  飼料の基準値  

①飼料用作物（＊ 登録上の作物名）   
いね科牧草、まめ料牧草＊   
飼料用とうもろこし＊   

ソルガム＊   

稲発酵粗飼料（WCS）  

r登副産物   

稲わら   
ど－トパルプ（てんさい絞りかす等）   

大豆油かす、とうふかす   
米ぬか  

1牧草  

一食用農作物の副産物  

．麦わら、稲わら   

一豆のつる 等  

■食品加エの副産物  

．ビート／（ルプ  

．みかんの皮 等  

■原則的に車乞燥重量あたりで算出  

0  
0  
0  
0  

0  
×   

×   

×  

○：農薬登録の際に考慮、×・農薬登録の際に考慮していない  

q／‖／l泊Y Y∃「nヨ由一PhD   

動物性食品の基準値  

飼 料になる農作物に基準値がある場合  ■   

一飼料の最大給与割合の表を用いて、飼料   

中の理論的最大残留濃度と平均的残留濃   

度を計算する（享乞燥重量あたり）  

．動物飼養試験における飼料中の濃度と上   

記の濃度を比較し、動物性食品（肉、内臓、   

乳、卵など）中の残留濃度を計算する。そ   

の際、農薬の脂溶性を考慮に入れる  

■Varia厨＝tyを考慮して基準値を設定  
1／11／［吟Y＼′am卦］a－PhD  
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設定の方法②  物薬にも使われる剤  

．化合物によっては農薬にも動物用医薬品、   

飼料添加物にも使用される  

．農薬が飼料を経由して畜産物に残留する   

場合と動物に使用して畜産物に残留する   

場合、分析機関には由来がわからない  

．それぞれの場合を評価して、より高い数値   

を基準値とする  

●飼料となる作物中のMRLと、家畜への飼料給与割合   
から、飼料中の最大残留農薬濃度（Xm）を算出。  

・飼料中の最大残留農薬濃度（×m）と家畜飼養試験に   

おいて家畜に投与した飼料中の農薬濃度を比較し、飼   
料を通じて畜産物中（筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び乳）   
へ移行する最大残留農薬濃度（ワーストケース（ym））  

を算出  
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畜産物の残留基準（MRし）  

Xl靭朋YY町血．PhD  

JMPRによる暴露評価  

■Supervisedtriatsmedianresidue（STMR）：   

GAPの許す最大条件の下で使用した場合   

に、最もありそうな残留濃度（中央値）  

■可食部中の残留濃度  

■食品加工試験データ  

■肉については、筋肉と脂肪に分けて計算  

．FAOFoodBalanceSheetデータに基づい   

たモデル食（13クラスター）（平均的な値   

に相当）  …仰，，叫Ph。   

．国内レベルでは活用可能なデータが使え   

ない  
．モニタノング、サーベイランス、トータルダイ  

エットスタディー  

．詳細な分析値、食品摂取量  
．加工調理の影響  

．当該物質の使用量、使用率  
．他の起源からの暴露を考慮するのも困難  
1数学モデルのみ可  

．すべての利用可能なデータを使用 冊澗YYa血・PhD  
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司料・畜産物の基準値設定の手順（わが国  

推定摂取量  

≦80Uo  

：前三う露査亡羊こち妄  1．飼料の給与割合を制限  

2．飼料としての使用を制限  

ま現行基準値から、飼料基準   
値を設定  

4．使用方法の変更  

S．適用作物の変更  

l評価結果を提出  

畜産物の残留基準値の見  
直しを要請  
飼料の指導基準値を確定  
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